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１ 調査の目的

「第２次健康日本２１旭川計画」における「たばこ」分野については，令和２年４月に改正健康増進

法が全面施行となり，多数の者が利用する施設等の区分に応じ，一定の場所以外の喫煙が禁止となるな

ど，受動喫煙防止対策が一層推進されてきたところである。

本調査は，当該計画の中間評価時（平成２８年度）に実施した「禁煙・分煙アンケート」又は「おい

しい空気の施設 登録情報」において，全面禁煙となっていなかった施設を対象に，現在の受動喫煙防

止対策の取組状況についてフォローアップ調査を行うとともに，食品関係営業許可施設のうち，令和３

年度に新規又は更新の届出を行った第２種施設（飲食店，食堂，旅館等）を対象に，現在の受動喫煙防

止対策の取組状況について受動喫煙防止対策アンケートを実施することで，改正健康増進法の認知度及

び受動喫煙防止対策の取組状況を把握し，第２次健康日本２１旭川計画総合評価を行うための基礎資料

とすることを目的とする。

Ø 健康増進法の改正

Ø 改正健康増進法の区分と規定

Ⅰ 調査の概要

平成３０年７月 「健康増進法の一部を改正する法律」公布

平成３１年１月 一部施行 国及び地方公共団体の責務等（喫煙する際の周囲への配慮義務）

令和 元年 ７月 一部施行 学校，病院，児童福祉施設など，行政機関「敷地内禁煙」

令和 ２年 ４月 全面施行 飲食店，事務所，工場など多数の人が利用する施設は原則「屋内禁煙」

区分 改正健康増進法

第
一
種
施
設

保育所，認可外保育施設，幼稚園，認定こども園，
小・中・高校等

原則敷地内禁煙

医療機関，行政機関，大学，専門学校等

第
二
種
施
設

事務所，宿泊施設，飲食店，スーパー，
コンビニエンスストア等

原則屋内禁煙

飲食店の対応（経過措置）

既存の小規模飲食店（客席面積 100 ㎡ 以
下等）は，当面の経過措置として，喫煙
を選択可能
※保健所への届出が必要
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２ 調査項目

（１）健康増進法の認知度

（２）受動喫煙防止対策の実施状況

３ 調査方法・対象等

② 受動喫煙防止対策アンケート調査

食品関係営業許可施設のうち，令和３年度に新規又は更新の届出を行った第２種施設（飲食店，

食堂，寿司屋，旅館（第１種施設内において営業している施設は除外））５５６施設

施設区分 対象施設数

飲食店 270

寿司屋 13

食堂 262

旅館 11

計 556

（１）調査方法

アンケート調査票を郵送し，FAX 又は電子回答（LoGo フォーム）で回収する。

(２）調査対象

① 禁煙・分煙に関するフォローアップ調査

平成２８年度に実施した禁煙・分煙に関するアンケート調査において回答があった施設のう

ち，多数の者が利用する第２種施設（飲食店，体育娯楽施設，宿泊施設等）４９１施設の中で，

敷地内禁煙又は建物内禁煙を行っていなかった施設２４１施設のうち,廃止，移転等を除く

２１３施設

対象施設区分 対象施設数

飲食店 23

福祉施設 51

体育娯楽施設 11

社会文化施設 1

小売りサービス業 37

公共交通機関 1

宿泊施設 10

金融機関 70

公衆浴場 9

計 213
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４ 調査期間

令和４年６月１日（水）～令和４年６月２０日（月）

（令和４年５月３０日（月）発送）

５ 回収結果

６ 参照した他の調査結果

第２次健康日本２１旭川計画中間評価時に実施した平成２８年度禁煙・分煙アンケートを基に，フォ

ローアップ調査の対象施設を決定した。

なお，調査項目（設問）については，中間評価時から５年が経過する中で，健康増進法（以下「法」

という。）が改正され，より一層の対策が講じられてきたところであり，法改正前の平成２８年度調査の

設問項目は，現行の法規定とは一致していない。

【平成28年度禁煙・分煙アンケート】

調査合計 フォローアップ調査
受動喫煙防止対策

アンケート調査

発送数 （A） ７６９票 ２１３票 ５５６票

有効回収数 （B) ２８４票 １３７票 １４７票

回収率 （B÷A） ３６．９％ ６４．３％ ２６．４％

調査期間 平成２８年１２月５日～平成２９年１月１８日

対象数
１，２２２施設

（医療機関４２４，官公庁１３９，その他多数の者が利用する施設６５９）

調査方法 郵送によるアンケート調査

回答数 ９０２施設（回答率７３．８%）
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【平成２８年度調査における設問と現法規定との適合について】

○：設問項目の対策を実施していれば法に適合

△：設問項目の対策を実施している施設のうち，※２の要件を満たしている場合のみ法に適合

×：設問項目の対策のみでは法に不適合

※１ 喫煙専用室設置に係る設問は， 令和４年度の調査から追加

「喫煙専用室」設置の際に必要な事項

Ø 技術的基準を遵守しているか

・出入口において室外から室内に流入する空気の気流が０．２ｍ毎秒以上であること

・たばこの煙（蒸気を含む。以下同じ。）が室内から室外に流出しないよう，壁，天井等によって区画さ

れていること

・たばこの煙が屋外又は外部に排気されていること

Ø 喫煙室の標識及び喫煙室設置施設等の標識を掲示しているか

Ø ２０歳未満の者を立ち入らせていないか

Ø 喫煙場所を定めるときに望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しているか

※２ 飲食店における喫煙の経過措置については， 令和４年度の調査から追加

下記３つの条件をいずれも満たしている事業者の該当施設に限り，これを既存特定飲食提供施設として，

施設の全部又は一部に喫煙可能室を設置することが可能となっている。

Ø 条件１：[既存事業者]2020 年 4月 1日時点で，現に存する飲食店であること。

Ø 条件２：[資本金]中小企業基本法における定義などから資本金 5,000 万円以下であること。

Ø 条件３：[面積]客席面積 100 ㎡以下であること。

７ 留意事項

調査結果の割合は選択肢ごとに小数第二位で四捨五入しているため，表によってはその割合の合計が

100.0％にならない場合がある。

分類 設問項目
改正法

第１種施設 第２種施設

禁煙
① 建物の敷地と建物内すべてを全面禁煙としている。 ○ ○

② 建物内を全面禁煙としている。 × ○

完全分煙
③ 建物内に完全に仕切られた喫煙室を設置し，喫煙室以外では喫煙でき

ないようにしている。 （喫煙専用室※１の設置）
× ○

禁煙・

完全分煙

以外

④ 建物内に喫煙室は設置しておらず，喫煙できるスペースを設けている。

（経過措置※２としての喫煙可能室）
× △

⑤ 禁煙タイム（又は，喫煙タイム）を設定し，時間で分けている。 × ×

⑥ 禁煙席・喫煙席を設け，空間で分けている。 × ×

⑦ 何ら制限はなく，時間，場所ともに自由に喫煙できる。 × ×
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Ⅱ－１ 禁煙・分煙に関するフォローアップ調査

１ 回答状況

213施設のうち，137施設から回答があり，回収率は64.3％と半数以上の施設から回答を得た。
回答方法としては，FAXが最も多く，その他は郵送による回答。

※宛先不明で返送されたもの

２ 改正健康増進法の認知度

「よく知っている」が
半数を超えており，「よ
く知っている」と「ある
程度知っている」を合
わせると 97.1％とな
り，回答施設のほとん
どが認知していた。
「全く知らない」と答
えた施設はなかった。

Ⅱ 調査結果

施設数 割合 内訳
施設数 割合

回答あり 137 64.3%

FAX 99 46.5%

電子 35 16.4%

その他 3 1.4%

回答なし 76 35.7%
未回答 64 30.0%

不着※ 12 5.6%

計 213 100%

問１ 令和２年４月１日に改正健康増進法が全面施行となり，学校や病院などの施設及び行政機関の

庁舎以外の施設（事務所や飲食店等）は，原則屋内禁煙（喫煙専用室等でのみ喫煙可）となりまし

た。この改正法の内容を知っていますか。

よく知っている

58.4%

ある程度知っている

38.7%

あまり知らない

2.2%

全く知らない

0.0%

未回答

0.7%

よく知っている ある程度知っている あまり知らない

全く知らない 未回答
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３ 受動喫煙防止対策

【施設区分ごとの対策状況】

経過措置 施設数

該当 0

非該当 4

平成 28年度調査時点では，全面禁煙となっていなかった施設に対しての調査であったが，今回の調査

においては，65%の施設が，敷地及び建物内又は施設内全面禁煙となっている。

調査対象である第 2種施設は，法の規定では原則屋内禁煙だが，敷地内禁煙まで対策が進んでいる施

設も約 30％となっている。

一方，4施設（約 3％）と少数ではあるが，法の規定に対策が適合していない施設もあった。

【平成 28年度調査との比較】

既存特定飲食提供施設（飲食店についての経過措置）への該当

問２ 貴施設（店舗）の受動喫煙防止対策について，１つ選択してください。

【留意事項】

・調査票回答時点での状況について，回答してください。

・テナントとして営業している施設（店舗）については，店舗が入っているビル等を「建物」，店舗を

「施設」として，回答してください。

対策状況

令和 4年度 平成 28 年度

施設数 割合 施設数 割合

① 建物の敷地と建物内すべてを全面禁煙としている。 40 29.2%

② 施設内を全面禁煙としている。 49 35.8%

③ 施設内又は建物内に完全に仕切られた喫煙専用室を設

置し，喫煙室以外では喫煙できないようにしている。
44 32.1% 91 43%

④ ①～③以外
4 2.9% 122 57%

計 137 100% 213 100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

飲食店

金融機関

公共交通機関

公衆浴場

社会・文化施設

宿泊施設

小売ｻｰﾋﾞｽ業

体育施設

福祉施設

敷地及び建物内禁煙 建物内禁煙 喫煙室設置 その他
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Ⅱ－２受動喫煙防止対策アンケート調査

１ 回答状況

556 施設のうち，147 施設から回答があり，回収率は 26.4％。

回収方法としては，FAX での回答が最も多く，その他は郵送又は持参による回答。

※宛先不明で返送されたもの

２ 改正健康増進法の認知度

「よく知っている」と
「ある程度知っている」
を合わせると 94.6％と
なり，概ね認知されてい
た。
「全く知らない」と答え
た施設はなかった。

施設数 割合 内訳
施設数 割合

回答あり 147 26.4%

FAX 94 16.9%

電子 47 8.5%

その他 6 1.1%

回答なし 409 73.6%
未回答 398 71.6%

不着※ 11 2.0%

計 556 100.0%

問１ 令和２年４月１日に改正健康増進法が全面施行となり，学校や病院などの施設及び行政機関の

庁舎以外の施設（事務所や飲食店等）は，原則屋内禁煙（喫煙専用室等でのみ喫煙可）となりまし

た。この改正法の内容を知っていますか。

よく知っている

46.3%
ある程度知っている

48.3%

あまり知らない

4.8%

全く知らない

0.0%

未回答

0.7%

よく知っている ある程度知っている あまり知らない

全く知らない 未回答
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３ 受動喫煙防止対策

【施設区分ごとの対策状況】

経過措置 施設数

該当 20

非該当 3

敷地及び建物内又は建物内全面禁煙となっている施設が，68.7%と半数以上を占めている。

調査対象である第 2種施設は，法の規定では原則屋内禁煙だが，敷地内禁煙まで対策が進んでいる施

設も 23.1％となっている。

一方，3施設（約 2％）と少数ではあるが，法の規定に対策が適合していない施設もあった。

既存特定飲食提供施設（飲食店についての経過措置）への該当

問２ 貴施設（店舗）の受動喫煙防止対策について，１つ選択してください。

【留意事項】

・調査票回答時点での状況について，回答してください。

・テナントとして営業している施設（店舗）については，店舗が入っているビル等を「建物」，店舗を

「施設」として，回答してください。

対策状況 施設数 割合

① 建物の敷地と建物内すべてを全面禁煙としている。 34 23.1%

② 施設内を全面禁煙としている。 67 45.6%

③ 施設内又は建物内に完全に仕切られた喫煙専用室を設

置し，喫煙室以外では喫煙できないようにしている。
23 15.6%

④ ①～③以外
23 15.6%

計 147 100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

飲食店

寿司屋

食堂

旅館

敷地及び建物内禁煙 建物内禁煙 喫煙室設置 その他
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